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11 
ねんきん

年金・
て あ て と う

手当等 

（１）
とくべつしょうがいしゃてあて

特別障害者手当 
   ２０歳以上の方で、著しい重度の障がいのため、日常生活において常時特別の介護 

を必要とする方に支給される手当です。ただし、所得による支給制限があります。 

 

   ◇対 象 者  ２０歳以上の方で、次のいずれかに該当する方 

          (1)別表アの障がいが２つ以上あるとき 

          (2)別表アの障がいが１つあり、かつ、別表イの障がいが２つ以上あるとき 

           （別表イの障がいは、別表アの障がいとは別の障がいである必要があります） 

          (3)上記(1)又は(2)と同程度以上の障がいがあるとき 

           （肢体不自由障がいにより日常生活動作に特に著しい制限がある方など） 

   ◇支給制限  次のいずれかに該当するときは、手当を受給できません。 

・障害者総合支援法で定める障害者支援施設などに入所したとき 

・養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所したとき 

          ・病院、診療所又は介護老人保健施設に継続して３か月を超えて入

院したとき 

          ・本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額を超えたとき 

   ◇手当の額  月額２８，８４０円（物価スライド制により改定あり） 

   ◇窓  口  障がい者支援課 TEL 874-2574 FAX 932-0800 

 

≪特別障害者手当の障がい程度 別表ア≫ 
① 

 

② 

③ 

 

④ 

⑤ 

 

⑥ 

 

 

⑦ 

両眼の視力がそれぞれ０．０３以下のもの又は一眼の視力が０．０４、他眼の視力が手動

弁以下のもの 

両耳の聴力レベルが１００デシベル以上のもの 

両上肢の機能に著しい障がいを有するもの（両上肢のすべての指を欠くもの又は両上肢の

すべての指の機能に著しい障がいを有するものを含む。） 

両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの 

体幹の機能の障がいにより座っていることができない程度又は立ち上がることができな

い程度の障がいを有するもの 

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状

が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能なら

しめる程度のもの 

精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

 

           ≪特別障害者手当の障がい程度 別表イ≫ 
① 

 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

 

⑦ 

両眼の視力がそれぞれ０．０７以下のもの又は１眼の視力が０．０８、他眼の視力が手動

弁以下のもの 

両耳の聴力レベルが９０デシベル以上のもの 

平衡機能に極めて著しい障がいを有するもの 

そしゃく機能を失ったもの 

音声又は言語機能を失ったもの 

両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし

指を欠くもの 

１上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は１上肢の全ての指を欠くもの若しくは１
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⑧ 

⑨ 

⑩ 

 

 

⑪ 

上肢の全ての指の機能を全廃したもの 

１下肢の機能を全廃したもの又は１下肢を大腿の２分の１以上で欠くもの 

体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの 

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状

が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又

は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 

精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

    ※（別表ア・イ共通） 

     視力の測定は、万国式試視力表又は同一の原理に基づく試視力表により測定する。 

 

（２）
しょうがいじふくしてあて

障害児福祉手当 

   ２０歳未満の方で、重度の障がいのため、日常生活において常時の介護を必要とす

る方に支給されます。ただし、所得による支給制限があります。 

 

   ◇対 象 者  ２０歳未満の方で、別表のいずれかに該当する方 

   ◇支給制限  次のいずれかに該当する方は、手当を受給できません。 

          ・障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき 

          ・児童福祉法で定める肢体不自由児施設などに入所したとき 

         ・本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額を超えたとき 

   ◇手当の額  月額１５，６９０円（物価スライド制により改定あり） 

   ◇窓  口  障がい者支援課 TEL 874-2574 FAX 932-0800 

 

              ≪障害児福祉手当の障がい程度≫ 
① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

 

 

⑨ 

⑩ 

両眼の視力がそれぞれ０．０２以下のもの 

両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの 

両上肢の機能に著しい障がいを有するもの 

両上肢の全ての指を欠くもの 

両下肢の用を全く廃したもの 

両大腿を２分の１以上失ったもの 

体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの 

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状

が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能なら

しめる程度のもの 

精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が

前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

    ※視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力に 

     よって測定する。 

 

（３）
と く べ つ じ ど う ふ よ う て あ て

特別児童扶養手当 

◇対 象 者  精神若しくは身体に中程度以上の障がいのある児童を監護･養育す

る方 

※障がいの範囲は法律で定められていますが、１級は身体障害等級

でいうとほぼ１級及び２級と療育手帳Ａに、２級は身体障害等級
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３級及び４級と療育手帳Ｂの一部に該当する範囲です。 

◇手 当 額  １級（重度） 児童１人につき 月額５５，３５０円(改定あり） 

          ２級（中度） 児童１人につき 月額３６，８６０円(改定あり） 

   ◇支給制限  次のいずれかにあてはまるときは、受給できません。 

・手当を受けようとする人、対象となる児童が日本国内に住んでい

ないとき 

・児童が児童福祉施設など（母子生活支援施設、保育所、通園施設

を除く。）に入所しているとき  

・児童が障がいを事由とする公的年金を受けることができるとき 

・支給対象者又はその扶養義務者が一定額以上の所得があるとき 

   ◇窓  口  子育て支援課 TEL 874-2647  

 

（４）
じ ど う ふ よ う て あ て

児童扶養手当 

   ◇対 象 者  ひとり親家庭の児童又は父（母）が国民年金のほぼ１級程度の重度 

障がいの状態にある家庭の１８歳に達する日以後最初の３月１日ま

での児童若しくは２０歳未満の中程度以上の障がいがある児童を監

護・養育する方 

 

   ◇手当額・月額(改定あり) 

 全部支給 一部支給 

児童１人 ４５，５００円 １０，７４０円～４５，４９０円 

児童２人 ５６，２５０円 １６，１２０円～５６，２３０円 

児童が３人以上の時は、１人増えるごとに３，２３０円～６，４５０円が加算

されます。 

    ※全部支給か一部支給かは所得額によって決まります。 

 

   ◇支給制限  次のいずれかにあてはまるときは、受給できません。 

・母（父）、養育者又は児童が日本に住んでいないとき 

・児童が里親に委託されているとき 

・児童が児童福祉施設（母子生活支援施設、保育所、通所施設を除

く。）に入所しているとき 

・児童の扶養義務者が一定額以上の所得があるとき 

   ◇窓  口  子育て支援課 TEL 874-2647 

 

（５）
む こ う し じ ど う ふ く し て あ て

向日市児童福祉手当（向日市独自制度） 

   ◇対 象 者  ひとり親家庭の児童又は心身に障がいのある児童（１８歳未満） 

を養育する方で、市町村民税非課税世帯又は生活保護受給世帯の方 

   ◇手当の額  児童１人につき 月額１，０００円 

   ◇窓  口  子育て支援課 TEL 874-2647  
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（６）
しょうがいきそねんきん

障害基礎年金（
こくみんねんきん

国民年金） 

   国民年金法のほか、厚生年金や共済年金等の社会保険各法にも障害年金の制度があ

ります。 

 

◇対 象 者 

 ① 次表に定める障がいの状態にある人が２０歳に達したとき 

    ② 国民年金に加入している間に病気やけがをして、一定の障がいが残ったとき 

※①の対象者の場合、所得制限があります。 

     ②の対象者の場合、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保

険料納付済期間（免除期間も含む。）が３分の２以上あること、又は、令和８

年３月までは、初診日において、初診日の属する月の前々月までの１年間に未

納がないことが条件となります。 

              ≪国民年金法の障害等級表≫ 
 障がいの状態 

障

が

い

の

程

度

１

級 

① 

 

 

 

 

 

 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

 

⑨ 

 

 

⑩ 

⑪ 

次に掲げる視覚障がい 

イ 両眼の視力がそれぞれ 0.03 以下のもの 

ロ 一眼の視力が 0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの 

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4 視標による周辺視野角度の

和がそれぞれ 80 度以下かつⅠ/2 視標による両眼中心視野角度が 28 度以下のもの 

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70 点以下かつ両眼中心視野視

認点数が 20 点以下のもの 

両耳の聴力レベルが 100 デシベル以上のもの 

両上肢の機能に著しい障がいを有するもの 

両上肢の全ての指を欠くもの 

両上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの 

両下肢の機能に著しい障がいを有するもの 

両下肢を足関節以上で欠くもの 

体幹の機能に座っていることができない程度又は立ちあがることができない程度の障

がいを有するもの 

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする

病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを

不能ならしめる程度のもの 

精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状

態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

障

が

い

の

程

度

２

級 

① 
 

 

 

 

 

 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

次に掲げる視覚障がい 

イ 両眼の視力がそれぞれ 0.07 以下のもの 

ロ 一眼の視力が 0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの 

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4 視標による周辺視野角度の

和がそれぞれ 80 度以下かつⅠ/2 視標による両眼中心視野角度が 56 度以下のもの 

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70 点以下かつ両眼中心視野視

認点数が 40 点以下のもの 

両耳の聴力レベルが 90 デシベル以上のもの 

平衡機能に著しい障がいを有するもの 

そしゃくの機能を欠くもの 

音声又は言語機能に著しい障がいを有するもの 

両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 

両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障がいを有するもの 

一上肢の機能に著しい障がいを有するもの 
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⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

 

 

⑯ 

⑰ 

一上肢の全ての指を欠くもの 

一上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの 

両下肢の全ての指を欠くもの 

一下肢の機能に著しい障がいを有するもの 

一下肢を足関節以上で欠くもの 

体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの 

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする

病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受け

るか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 

精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状

態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

     ◇年 金 額  国民年金法（令和６年度）の場合 

１ 級 １，０２０，０００円 ２ 級 ８１６，０００円 

子ども

の加算 

子どもが２人までは、１名につき２３４，８００円、子どもが３人以上のときは、 

１人増すごとに７８，３００円が加算されます。 

◇窓  口  市民課年金係 TEL 874-2841 

◇備  考  厚生年金保険については京都西年金事務所（TEL 323-1170）に、 

       共済年金については各共済組合にお問い合わせください。 

 

（７）
しんしんしょうがいしゃふようきょうさいせいど

心身障害者扶養共済制度 

   心身障がい児・者の保護者を加入者とし一定の掛金を納めていただき、加入者が死

亡又は重度の障がいになったとき、心身障がい児・者に終身給付金を支給し、心身障

がい児・者の生活の安定をはかります。 

 

   ◇対 象 者  ① 身体障害者手帳１級～３級までの身体障がい者 

② 知的障がい者 

          ③ 精神又は身体に永続的な障がいのある人で障がいの程度が①又

は②と同程度の障がいと認められる方 

   ◇加入資格  心身障がい者の保護者であって加入時に次の要件を満たす方 

          ・６５歳未満であること 

          ・特別の疾病又は障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状

態であること 

   ◇掛  金（平成２０年度以降加入）              （令和６年２月１日現在） 

加入時年令（加入者） ～34 歳 35～39 歳 40～44 歳 45～49 歳 50～54 歳 55～59 歳 60～64 歳 

掛金月額固定 （1口） 9,300 円 11,400 円 14,300 円 17,300 円 18,800 円 20,700 円 23,300 円 

※２口まで加入できます。 

※掛金は世帯の市民税課税状況に応じて減額又は免除されることがあります。 

◇助  成  掛金に対して、助成制度があります。【７－（３）参照】 

   ◇給 付 金  加入者が死亡し、若しくは加入後の疾病又は災害等により重度の 

障がいの状態となった時に、１口につき月額２万円の年金が心身障

がい児・者の生存中支給されます。 

※１年以上加入した後に、心身障がい児・者が加入者より先に死亡

された時は弔慰金（一時金）が支給されます。 
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   ◇加入日と加入時年齢の取扱い 

     申込書が保険者により受理された日が加入日となりますので、通常、窓口に提 

    出された翌々月の初日が加入日となります。 

     また、掛金月額算定に用いる加入時年齢は、加入日が属する年度の４月１日現 

    在での年齢となります。 

   ◇窓  口  障がい者支援課 TEL 874-2574 FAX 932-0800 

 

（８）生活福祉資金貸付
せいかつふくししきんかしつけ

制度
せ い ど

 

障がい者世帯（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受け

た方の属する世帯（現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等、これと

同程度と認められる方を含む。））で、所得水準が生活保護基準の２．５倍以内の世帯

に対して、資金の貸付と民生委員による必要な相談支援を行うことにより、安定した

生活を営んでいただくことを目的とした貸付制度です。申込にあたっては、資金種類

ごとに貸付条件がありますので、詳細は向日市社会福祉協議会にご相談ください。 

 

   ◇問 合 せ  向日市社会福祉協議会 TEL 932-1961 

 

（９）高校生
こうこうせい

給付型
きゅうふがた

奨学
しょうがく

金
きん

 

京都府では、市町村民税が非課税の世帯の子が高等学校等へ進学する場合に入学支

度金や支援金等を支給する制度を設けられています。 

 

   ◇対  象  市町村民税が非課税の身体障がい者世帯等の子で、高等学校、高等

専門学校等に就学する方 

   ◇窓  口  乙訓保健所（福祉課） TEL 933-1154 FAX 932-6910 

 

（10）向日市
む こ う し

在日
ざいにち

外国人
がいこくじん

重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

特別
とくべつ

給付
きゅうふ

金
きん

（向日市独自制度） 

障害基礎年金等を制度上受けることができない重度の障がいを有する外国人の方

に対する給付金です。 

 

   ◇対  象 

  ・昭和５７年１月１日前に満２０歳に達し、日本国内に外国人登録をしていた方 

    ・昭和５７年１月１日前に重度障がい者であった方、又は同日以降に重度障がい

者となった方で、その障がいの発生原因となった傷病にかかる初診日が同日前

にある方 

    ・障害基礎年金等、障がいを支給事由とする公的年金を受給していない方 

    ※所得制限等があります。 

    ※他の公的年金受給者は支給の全部又は一部停止があります。 

   ◇手当の額  月額 ３６，０００円 

   ◇窓  口  市民課年金係 TEL 874-2841  


